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変わりしました。
しかし、近年、地域の環境や歴史、文化等と川

との関係が見直され、河川流域を一つの圏域とし
て、環境改善の取組や地域間の連携、防災対策
などを進める「流域圏づくり」が、地域づくりの
一つの形として注目されるようになりました。

本県では、「流域圏づくり」のモデル事業とし
て、平成９（1997）年度から宮川流域ルネッサン
ス事業を実施し、その取組が地域に定着してきた
ため、平成 22（2010）年度をもって県事業を終
了しました。
  平成 23（2011）年度からの宮川流域圏づくり
については、流域市町等、地域が主体となって取
り組むこととし、宮川流域においては、「水」、「環
境」、「地域振興」の各種課題など県として対応す
べきものが依然として多く存在しているため、今後
とも県は広域自治体として市町の地域づくりを支
援していくこととしています。

（2）宮川に望ましい河川流量の回復と対策
宮川流域ルネッサンス事業を通じた関係者の河

川流量回復に向けた努力により、平成 18(2006)
年度以降、宮川ダムから毎秒 0.5㎥の放流が実施
されています。

広く水環境保全意識の啓発を図ることを目的
に、主に小・中学生を対象に 2,266 名の参加を得
て、水生生物による身近な川の水質調査を行い、
その結果を平成 25（2013）年 3 月に「水生生
物を指標としたみえの河川水質マップ」として公表
しました。

（1）水源地域の森林整備
森林は豊かな水を育む「緑のダム」と呼ばれて

います。
良質な水資源を安定的に確保するためには、下

刈りや除間伐等をはじめとする森林整備を十分に
行い、森林と森林土壌を健全な状態に保たねばな
りません。

平成 24(2012) 年度には、緊急の課題である
間伐を計画的に実施するとともに、造林事業等の
森林整備に直結した林道事業、荒廃山地の復旧
等を行う治山事業を実施しました。

また、森林の重視すべき機能に応じて、効果
的な管理を行うため、森林ＧＩＳ（地理情報システ
ム）を活用し、市町や関係者と協働し、森林を生
産林（持続生産を重視する森林）と環境林（公
益的機能を重視する森林）に区分（ゾーニング）
しています。

（2）河川流量の確保対策の推進
出水時は洪水調節を行い、平常時は河川におけ

る動植物の保護や河川環境を保全するため、必要
な河川の流量を安定供給するダムの整備を進めて
います。

（3）ダムの放流水対策
宮川ダムからの冷濁水放流を改善するため、選

択取水設備を設置し、平成 18（2006）年 4 月
から運用を開始しています。

（1）流域圏づくりの推進
川は、古来より流域の人々の生活や産業・文化

の形成に密接に関わってきました。本県にも、木
曽川、鈴鹿川、雲出川、宮川、木津川等数多くの
河川がありますが、社会環境の変化とともに人々
の川への関心が薄れ、川そのものの姿も大きく様
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表２－３－ 2 藻場・干潟造成の実施状況（平成24年度）

干潟の造成 三重県 伊勢湾２期

実施工区事業主体事業内容事業名

藻場の設計 三重県 甲賀、尾鷲

水域環境保
全創造事業


